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丹生ダム検証に係る検討手順

概要・治水対策の状況

ダム事業等の点検 意見募集 意見募集 意見募集

複数の概略案の立案
２～５案の抽出

　 　 　

意見集約 意見集約 意見集約

総合的な評価 意見募集 意見募集 意見募集

　 　

意見集約 意見集約 意見集約

対応方針(原案）の作成

意見聴取 意見聴取 意見聴取

　 　 　

意見集約 意見集約 意見集約

意見聴取※５

対応方針（原案）の決定

対応方針(案）の決定

国土交通大臣への報告

※１ 関係地方公共団体からなる「検討の場」および「幹事会」の開催については、議論の内容により回数を変更することがあります。

※３ 意見聴取とは、河川法第16条の二に準じて、検証対象ダム事業の対応方針（原案）の作成にあたり意見を聴取するものです。
※４ 知事は、関係市町村長の意見を聴いた上で、対応方針(原案）の作成にあたり意見を述べるものとします。
※５ 公共事業の再評価の手続に基づき、再評価を受けるために必要な資料を作成し、府県知事の意見を聴取の上、事業評価監視
委員会の意見を聴取するものです。

幹事会 流域住民

意見募集 ※２

流域自治体

流域自治体

意見聴取
※３

河川法第１６条の二（河川整備計画）に準じた手続き

※２ 意見募集とは、検討内容の認識を深め検討を進めるため、代替案等の複数の概略案や総合的な評価について意見を募集する
ものです。

学識経験者 流域住民

事業評価
監視委員会

意見募集 ※２

意見聴取
※３

河川法第１６条の二（河川整
備計画）に準じた手続き

検討手順

「検討の場」※１

(関係府県、代表市町村、
検討主体）

学識経験者

第２回

第１回

第４回

第１回

第２回

第１回
パブコメ

第２回
パブコメ

公聴会

総合的な評価（修正）

第６回

第３回

内容検討

内容検討

内容検討

意見反映等

意見反映
等

対応方針（原案）の修正

第３回

第５回

複数の概略案（修正）

学識経験者

学識経験者

学識経験者

事業評価
監視委員会

対応方針（案）への反映

事業再評価

自治体

知事※４

自治体

知事
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